
一般的な審理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５ 審理員：審理員は、審査庁に所属し、審査請求に係る処分に関わっていな

い職員のうちから、審査庁が指名します。 

※６ 大田原市行政不服審査会：公正な判断をすることができ、かつ、法律又は

行政に関して優れた識見を有する５人の委員で

組織します。審査庁の裁決案について、妥当性

をチェックする附属機関です。 

③ 指名 

審査請求人 

審 査 庁 （ 大 田 原 市 長 ） 

大田原市行政不服審査会 ※６ 

審理員※５ 

⑥ 審理 

処分庁等 

④ 弁明書等 
  の提出 

① 処分 

② 

審
査
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求 

⑦ 審理員 
 意見書 

⑤ 反論書等 
  の提出 

⑧ 裁決案の諮問 ⑨ 答申 
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裁
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